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令和元年度答申第５０号 

令和元年１２月３日 

 

諮問番号 令和元年度諮問第５１号（令和元年１１月１３日諮問） 

審 査 庁 特許庁長官 

事 件 名 特許料納付手続却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、特許権の原特許権者である審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」とい

う。）が納付年分を第７年分とする特許料納付書に係る手続（以下「本件納付

手続」という。）をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」という。）が、

当該特許権は、納付年分を第４年分とする特許料及び割増特許料の追納が認め

られなかったことに伴い、特許法（昭和３４年法律第１２１号）１１２条４項

の規定により消滅したものとみなされたから、本件納付手続は権利消滅後の納

付年分に係る不適法なものであるとして、同法１８条の２第１項本文の規定に

基づき、本件納付手続を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をし

たことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

⑴ 特許法１０７条１項は、特許権者は、特許権の設定の登録の日から特許

権の存続期間の満了までの各年について、特許料を納付しなければならな

いと規定し、同法１０８条２項本文は、第４年以後の各年分の特許料は、
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前年以前（以下「納付期間」という。）に納付しなければならないと規定

している。 

⑵ 特許法１１２条１項は、特許権者は、納付期間内に特許料を納付するこ

とができないときは、納付期間が経過した後であっても、その経過後６月

以内（以下「追納期間」という。）に特許料を追納することができると規

定し、同条２項は、前項の規定により特許料を追納する特許権者は、特許

料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならないと規

定している。 

そして、特許法１１２条４項は、特許権者が追納期間内に特許料及び割

増特許料（以下「特許料等」という。）を納付しないときは、その特許権

は、納付期間の経過の時に遡って消滅したものとみなすと規定している。 

⑶ 特許法１１２条の２第１項は、同法１１２条４項の規定により消滅した

ものとみなされた特許権の原特許権者は、追納期間内に特許料等を納付す

ることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省

令で定める期間内に限り、その特許料等を追納することができると規定し

ている。 

  そして、特許法１１２条の２第２項は、前項の規定により特許料等の追

納があったときは、その特許権は、納付期間の経過の時に遡って存続して

いたものとみなすと規定している。 

⑷ 特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とすると規定している。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 審査請求人は、平成２１年５月２１日、発明の名称を「Ｐ」とする特許

出願をし、平成２４年３月１６日、特許第ａ号の特許権（以下「本件特許

権」という。）の設定の登録を受けた。 

（特許証） 

⑵ 審査請求人が、平成２８年９月９日付けで、本件特許権に関し、納付年

分を第４年分から第６年分までとする特許料納付書に係る手続（以下「先

行追納手続」という。）をしたところ、処分庁は、平成２９年７月１１日

付けで、第４年分の特許料等の追納の手続については、追納期間内に特許

料等を納付することができなかったことについて正当な理由があるとはい
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えず、特許法１１２条の２第１項の要件を満たしていないから、不適法な

手続であって、その補正をすることができないものであるとして、第５年

分の特許料等及び第６年分の特許料の納付の手続については、第４年分の

特許料等の追納が認められなかったことにより、本件特許権は同法１１２

条４項の規定により消滅したものとみなされたから、不適法な手続であっ

て、その補正をすることができないものであるとして、同法１８条の２第

１項本文の規定に基づき、いずれの追納及び納付の手続も却下する処分

（以下「先行却下処分」という。）をした。 

（先行却下処分に係る却下理由通知書及び手続却下の処分） 

⑶ 審査請求人は、平成２９年１０月２０日付けで、審査庁に対し、先行却

下処分を不服として審査請求（以下「先行審査請求」という。）をした。 

審査庁は、平成３０年８月１日、当審査会に対し、先行審査請求は棄却

すべきであるとして諮問をし、当審査会は、同年１０月９日、審査庁の判

断は妥当であるとの答申をした。 

審査庁は、上記答申を受けて、平成３０年１０月１９日付けで、先行審

査請求を棄却する裁決をした。 

審査請求人は、平成３１年４月３日、Ａ地方裁判所に対し、先行却下処

分の取消しの訴えを提起したところ、Ａ地方裁判所は、令和元年１０月２

３日、審査請求人の請求を棄却する判決を言い渡した。 

（先行却下処分に係る審査請求書、答申書及び裁決書、訴状、令和元年１０

月２３日Ａ地方裁判所判決） 

⑷ 審査請求人は、平成３０年２月１４日付けで、本件特許権に関し、納付

年分を第７年分とする特許料納付書に係る手続（本件納付手続）をしたと

ころ、処分庁は、平成３１年３月２５日付けで、本件納付手続は権利消滅

後の年分に係る不適法なものであるとして、特許法１８条の２第１項本文

の規定に基づき、本件納付手続を却下する処分（本件却下処分）をした。 

（特許料納付書、却下理由通知書、手続却下の処分） 

⑸ 審査請求人は、令和元年６月２５日、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑹ 審査庁は、令和元年１１月１３日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 
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３ 審査請求人の主張の要旨 

本件特許権に関し、第４年分の特許料等を追納期間内に納付することがで

きなかったことについては、特許法１１２条の２第１項所定の「正当な理由」

があるから、先行却下処分は取り消されるべきであり、そうすると、本件特

許権は消滅しておらず、本件却下処分はその根拠を欠くものであるから、本

件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の判断は、審理員の意見は妥当であるとしているところ、審理員の意

見の概要は、以下のとおりである。 

本件特許権に関する第４年分の特許料等の追納の手続は、追納期間内に特許

料等を納付することができなかったことについて特許法１１２条の２第１項所

定の「正当な理由」があるということはできず、同項の要件を満たしていない

から、本件特許権について同条２項の規定による回復は認められない。 

したがって、本件特許権に関する第７年分の特許料の納付の手続（本件納付

手続）も、第５年分の特許料等及び第６年分の特許料の納付の手続と同様、本

件特許権の消滅擬制（特許法１１２条４項）により客体が存在せず、不適法な

手続であって、その補正をすることができないものであるから、同法１８条の

２第１項本文の規定に基づいてした本件却下処分は、適法である。 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却するのが相当である。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続について、特段違法又

は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

審査請求人は、本件特許権に関し、第４年分の特許料等を追納期間内に納

付することができなかったことについては、特許法１１２条の２第１項所定

の「正当な理由」があるから、先行却下処分は取り消されるべきであり、そ

うすると、本件特許権は消滅していないから、本件却下処分はその根拠を欠

くものであると主張している。 

しかし、「事案の経緯」（上記第１の２の⑶）に記載のとおり、審査庁は、

審査請求人がした先行却下処分の取消しを求める先行審査請求を棄却する裁

決をしており、Ａ地方裁判所も、審査請求人がした先行却下処分の取消しの

請求を棄却する判決を言い渡している。先行却下処分が取り消されていない
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以上、本件特許権は、特許法１１２条４項の規定により消滅したものとして

取り扱われるのであり、本件特許権が消滅していないことを理由とする審査

請求人の上記主張は、失当である。 

そうすると、本件納付手続は、消滅した本件特許権について特許料を納付

しようとする不適法な手続であって、補正をすることができないものである

ことが明らかであるから、特許法１８条の２第１項本文の規定に基づいてし

た本件却下処分は、適法である。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   中 山   ひ と み 

委   員   野 口   貴 公 美 

 


